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～ 女性活躍推進法に関する地方公共団体向け FAQ ～ 

平成 27 年 12 月 14 日 
内閣府男女共同参画局 
総 務 省 自 治 行 政 局 
平成 28年 1月 12日一部追加 
平成 28年 1月 27日一部追加 

質問 回答 

＜法の位置付け等関係＞ 

１ ポジティブアクションと行動計画との

関係について教えてほしい。 

これまで事業主の自主的取組に委ねら

れてきたポジティブアクションの実効性

を高めるために、事業主に対する状況把

握･課題分析･行動計画策定等の義務付け

を通じ、各事業主の取組を加速化させる

ものであり、行動計画もポジティブアク

ションに位置付けられる。 

２ 本法と男女共同参画社会基本法との関

係、位置付けについて、示してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本法は、基本法たる男女共同参画社会

基本法の基本理念にのっとった実施法と

して位置付けられる。男女共同参画社会

基本法は、社会のあらゆる分野（職域、

学校、地域、家庭など）を対象としてい

るが、本法は、このうち「女性の職業生

活」に法の射程を限定している。 

男女共同参画社会基本法では、男女共

同参画基本計画の策定や推進を通じて各

種のポジティブ・アクションに係る取組

を推進しているが、本法は、これまでの

取組を進めてもなお、女性の力がいまだ

潜在化している現状を踏まえ、女性の職

業生活における活躍を迅速かつ重点的に

推進するため、女性の活躍の場の提供主

体である事業主に対し、女性の活躍に関

する状況の把握･課題分析･行動計画策定･

情報公表を義務付けることなどにより、

これまで事業主の自主的取組に委ねられ

てきた基本法等に基づくポジティブ・ア

クションの実効性を高め、これによって

男女の実質的な機会の均等を目指してい

る。 
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３ 次世代育成支援対策推進法と本法の関

係性や違い、次世代育成支援対策推進法

に基づく行動計画と本法に基づく行動計

画との違い、計画策定の必要性について

示してほしい。 

次世代育成支援対策推進法は「次代の

社会を担う子どもの育成」を図るもので

あり、両立支援に関する雇用環境・職場

環境の整備や働き方の見直しに資する多

様な労働条件の整備等の取組に関する事

業主行動計画の策定を求めており、これ

までの取組によって、民間企業において

両立支援制度の導入・利用が促進された

ことや、育児休業取得率が男女ともに上

昇するなどの成果が上がっている。一

方、本法は「女性の職業生活における活

躍」を推進するものであり、その推進に

向けた行動計画の策定を求めている。そ

れぞれの法律に基づく行動計画は、内容

が重なる部分もあり得るが、女性の採

用、育成、登用等に関する取組等は、次

世代法の行動計画には記載されないもの

であり、本法に基づく行動計画の策定等

を進めることで、女性の活躍を推進する

必要がある。 

なお、両法律に基づく行動計画を一体

的に策定することは可能であるが、本法

に基づく行動計画は、状況把握・課題分

析の上、数値目標を定める等の要件を満

たす必要があり、また、本法に基づく行

動計画である旨の明示が必要である。 

４ まち・ひと・しごと創生基本方針にお

いても女性の活躍推進について示されて

いるが、関連・連携について、どのよう

に考えているか。 

まち・ひと・しごと創生基本方針で

は、本法に基づく企業の取組の「見える

化」や地方公共団体における推進計画の

策定・協議会の設置の促進等について記

載しており、本法に基づく取組を進める

ことがまち・ひと・しごと創生基本方針

の方向性にも合うものとなる。地方創生

の担当部局と、女性活躍推進の関係部局

（企画部局・産業労働部局・男女共同参

画部局・人事部局等）間で適切に連携を

図りつつ取組を進められたい。 
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＜推進計画関係＞ 

５ どのような項目を盛り込めば本法に基

づく推進計画と言えるのか。要件等があ

れば教えてほしい。 

推進計画は、各地域における女性の職

業生活における活躍を進めるための行政

としての計画であり、基本方針（平成

27 年 9 月 25 日閣議決定）を勘案し、

地域の実情に応じて、相談体制、両立支

援、職業教育の充実等の取組について盛

り込まれることを想定している。必ず盛

り込まなければならない事項はないが、

数値目標など、取組の効果を客観的に検

証できるような具体的な目標設定をする

ことが望ましい。また、本法に基づく推

進計画である旨の明示が必要である。 

６ 基本原則にある性別による固定的役割

分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響

への配慮、職業生活と家庭生活との両立

を図るために必要な環境の整備とは、ど

のようなものを指すのか（従来通りのワ

ークライフバランスへの取組でよいの

か。新たな取組みが必要なのか。）。ま

た、それらをどの程度推進計画に記載す

る必要があるのか。 

基本方針（平成 27 年 9 月 25 日閣議

決定）第３部２に記載のとおり。推進計

画には地域の実情に応じて必要な取組を

記載されたい。 

７ 推進計画についてもガイドラインや参

考例は示されるのか。 

推進計画については、基本方針（平成

27 年 9 月 25 日閣議決定）を勘案して

策定することとなる。国として現時点で

は参考例を示す予定はない。 

８ 推進計画について、男女共同参画計画

の一部として策定してもよいか。 

推進計画については、基本方針（平成

27 年 9 月 25 日閣議決定）を勘案した

上で、男女共同参画計画と一体として、

その一部を共通の計画とするという形式

で策定しても差し支えない。ただし、推

進計画に該当する範囲を明示する必要が

ある。 

例１：計画の冒頭で、推進計画に該当す

る範囲を明記する。 

例２：推進計画に該当する項目の末尾に

「（推進計画関係）」などと付記する。 
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９ 既存の男女共同参画計画等を、推進計

画としてもよいか。 

推進計画については、基本方針（平成

27 年 9 月 25 日閣議決定）を勘案した

上で策定する必要があるため、既存の計

画をそのまま推進計画として位置付ける

ことは馴染まないと考える。 

ただし、改定の際に、いずれの部分が

女性活躍推進法に基づく推進計画として

位置付けられるのかを明示した上で、既

存の計画の改訂版と推進計画を一体のも

のとして策定することは可能である。 

10 男女共同参画計画以外の計画と一体と

して策定してもよいか。 

推進計画については、基本方針（平成

27 年 9 月 25 日閣議決定）を勘案した

上で作成し、かつ、推進計画に当たる部

分が分かるように明記することにより、

他の計画と一体として作成することも排

除されるものではないが、10 年間の時

限立法である本法に基づく推進計画は、

例えば５年毎等に見直しを行うことが想

定されるところ、他の計画と一体として

策定することにより、推進計画の見直

し・改訂等に支障が生じないよう留意す

る必要がある。 

11 推進計画と行動計画を一体として策定

することはどうか。 

推進計画の対象は住民、行動計画の対

象は職員であり、両計画はその趣旨が異

なるため、一体で策定するのは馴染まな

いと考えている。 

 

12 推進計画については努力義務となって

いるが、策定について期限はないという

ことか。策定する場合、次期男女共同参

画計画に盛り込むとしても良いか。 

女性の職業生活における活躍の推進は

緊要の課題であることから、できるだけ

早く策定することが望ましいと考える。 

また、男女共同参画基本計画と推進計

画を一体的に策定することも可能であ

る。ただし、計画の中で、いずれの部分

が女性活躍推進法の推進計画として位置

付けられるかを明記する必要がある。 
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13 市町村は都道府県の推進計画を勘案し

てとあるが、それを待ってから推進計画

を策定した方がよいのか。 

都道府県推進計画が定められている場

合は、当該都道府県推進計画を勘案する

こととされているが、定められていない

場合はこの限りでない。ただし、同時期

に都道府県推進計画の策定作業が進めら

れている場合は、必要に応じて情報共有

を図りつつ策定するのが望ましいと考え

る。 

14 推進計画の PDCA サイクルの周期は

計画期間毎か、１年毎等短い周期か。 

1 年毎の PDCA により、次年度以降の

取組に反映することを想定している。 

15 推進計画における目標値について、国

が目標値を定めるのか。 

推進計画に関し、国で統一的な目標値

を定めることは予定していない。なお、

現在、年内を目途に策定中の第４次男女

共同参画基本計画において、本法とも関

連する数値目標が設定される予定であ

り、留意されたい。 

16 まち・ひと・しごと創生法に基づく各

団体の地方創生プランの目標をすべて推

進計画に反映させる必要があるか。時限

が異なるが目標達成時期をどちらに合わ

せるとよいか。 

女性活躍推進法とは別の枠組の法律で

あり、必ずしも推進計画の目標やその達

成時期を当該法律に合わせる必要はない

が、それぞれの目標の整合性は確保する

必要がある。 

17 推進計画の策定の有無について、地域

女性活躍推進交付金（平成 28 年度予算

要求中）と関連性（例えば推進計画の策

定が交付要件に該当する等）があるか。 

現在予算要求中のものであるが、要求

内容としては、推進計画に位置付けられ

た事業や協議会を支援する内容としてい

るところ。 

18 推進計画の策定の有無について、ま

ち・ひと・しごと創生法に係る交付金と

関連性（例えば推進計画の策定が交付要

件に該当する等）があるか。 

まち・ひと・しごと創生法に係る交付

金の交付要件となる等の関連について

は、現時点では承知していない。 
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＜一般事業主行動計画関係＞ 

19 企業への行動計画策定に関する周知方

法について教えてほしい。 

厚生労働省が各都道府県労働局等を通

じて民間企業等に周知を行っているが、

地方公共団体におかれても問合せ等があ

れば、適宜対応されたい。また、地域の

女性活躍推進の観点から機会をとらえて

周知されたい。 

20 中小企業の一般事業主行動計画の策定

の推進はどこが主体的になって取り組む

べきものなのか。国と県の役割分担を教

えてほしい。 

国（厚生労働省）においては、各都道

府県労働局による企業からの相談対応

や、企業向けの状況把握･課題分析の支援

ツールの作成・ホームページを通じた企

業への情報提供等を予定している。地方

公共団体においても、地域全体での女性

活躍推進の一環としての企業支援を期待

している。 

21 次世代育成支援対策推進法に基づく一

般事業主行動計画と一体として策定して

よいか。 

本法に基づく行動計画は、状況把握・

課題分析を行ったうえで、その結果を勘

案して定める必要があり、計画期間・数

値目標・取組内容及び実施時期を定める

必要がある。一方、次世代育成支援対策

推進法に基づく行動計画は、計画期間・

目標（数値目標に限らない）・対策内容及

び実施時期を定める必要がある。これら

の両法律に定める要件を満たしていれ

ば、両法律に基づく行動計画を一体的に

策定することは可能であり、その場合

は、届出も一体的に行うことができる。 

22 一般事業主への周知について、男女共

同参画推進部門は、事業主への指導監督

の権限がないため、産業部門から事業主

へ周知するとの役割の認識でよいか。 

各地方公共団体の実情に応じて適宜役

割分担されたい。 
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＜一般事業主の認定関係＞ 

23  企業認定については、これまでも色々

な認定があるが、別の認定になるのか。 

別の認定である。 

24 認定企業については、具体的には、入

札参加の際の加点や表彰等を行うのか。

300 人以下の企業も行動計画を策定し

た際には対象となるのか。 

認定企業においては、厚生労働大臣が

定めるマークをその商品等に付すことが

でき、女性の活躍推進に取り組む優良認

定企業として対外的に広報することが可

能となる。 

また、今後、認定を受けた一般事業主

等を対象として、国及び公庫等が行う公

共調達における受注機会の増大に向けた

施策の検討が進められる予定である。地

方公共団体の公共調達においても、法第

21 条第２項に基づき、こうした施策に

準じた施策を実施するよう努められた

い。 

なお、行動計画の策定・届出を行った

従業員 300 人以下の企業も認定の対象

となる。 

＜特定事業主行動計画関係＞ 

25 市町村での特定事業主行動計画策定時

期について、平成 28 年４月以降となっ

てもよいか。 

平成 27 年度中の策定が必要である。

国としても、説明会の開催や、中小規模

自治体向け計画策定例等を示すことで、

策定負担を軽減できるよう工夫していき

たい。 

26 行動計画に関して、まず実施しておく

べきことがあれば教えてほしい。 

地方公共団体の長、議会の長、選挙管

理委員会等の行動計画の策定主体（特定

事業主）と行動計画の対象となる職員を

定める規則（施行期日は平成 28 年４月

１日）の制定が必要となる（平成 27 年

9 月 4 日付け府共第 723 号で示した規

則（例）を参照されたい。）。 
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27 状況把握のために、調査を行う必要が

あるか。教員の場合、時間外勤務手当の

支給がないため、勤務時間については、

すべて県教委が把握している訳ではない

ので、例えば平成 26 年度に実施した勤

務実態調査の結果を基に分析するという

ことで問題ないか。 

一般に、状況を把握するために必要が

ある場合は所要の調査等を実施する必要

がある。ただし、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律に基づく特定

事業主行動計画の策定等に係る内閣府令

（平成 27 年内閣府令第 61 号）第２条

第３項及び第 16 項に規定する超過勤務

の状況の項目については、超過勤務手当

等の支給対象外の職員について把握対象

外とされている。 

28 女性職員の活躍推進に関する取組方針

を既に策定しているが、これを行動計画

としてもよいか。 

本法に基づく行動計画は、状況把握・

課題分析を行った上で、その結果を勘案

して数値目標や取組を定める必要があ

る。こうしたプロセスや要件を満たさず

に既存の計画等を本法に基づく行動計画

と位置付けることは不適当である。 

29 次世代育成支援対策推進法の事業主行

動計画と別で策定する場合、同じ名前の

特定事業主行動計画というものが二つで

きるということか。 

本法第 15 条に基づく事業主行動計画

であるということが明示的に位置付けら

れていれば、計画の名称は各地方公共団

体で任意に設定して差し支えない。 

30 次世代育成支援対策推進法に基づく事

業主行動計画と一体として策定した場合

の計画期間設定はどのようにしたら良い

か。 

次世代⇒10 年間 平成 37 年３月 31

日まで 

本法⇒10 年間 平成 38 年３月 31 日

まで 

次世代育成支援対策推進法に基づく行

動計画に該当する部分と、本法に基づく

行動計画に該当する部分を明示的に峻別

することを前提に、一体として策定され

た両行動計画のそれぞれの計画期間を異

ならせることは許容されると考える。な

お、本法の計画期間は２～５年が適当で

あり、当面は両計画の期間の整合をとる

ことが望ましい。 

31 小規模自治体で議会の職員は男女各 1

名だが、人員に関わらず行動計画を策定

するのか。対象職員が 0 名の場合は策定

しなくてもよいか。 

各地方公共団体の規則において、各任

命権者を特定事業主とし、当該任命権者

が任命する職員について行動計画を策定

することとなる。対象職員が少数でも策

定する必要があるが、仮に対象職員が０

名の場合は、他の特定事業主と連名で策

定するのが現実的と考えられる。 



9 

 

32 行動計画は任命権者ごとに策定する必

要があるか。 

次世代育成支援対策推進法の事業主行

動計画では別に策定している場合でも、

本法の行動計画を連名で策定していいの

か。 

必要に応じ連名で策定しても差し支え

ない。 

ただし、状況把握や課題分析、目標設

定、取組内容の決定については、（連名と

なる各事業主の人事管理が、採用から配

置・育成、登用に至るまで一体的になさ

れているなどの事情がある場合を除き）

原則として各事業主単位で行うこととな

る。 

33 連名で行動計画を策定する場合にクリ

アすべき条件はあるか。行動計画を連名

で策定する場合も、状況把握は特定事業

主ごとに行う必要があるのか。 

連名で行動計画を策定する場合であっ

ても、状況の把握・分析は特定事業主単

位で行う必要がある。また、数値目標や

取組内容についても、原則として特定事

業主単位で設定する必要があるが、課題

分析の結果、仮にそれぞれの数値目標や

取組内容が同一となった場合は、一括し

て定めることを妨げるものではない。 

34 市町村長部局と市町村教委がそれぞれ

別の行動計画を策定する場合に、市町村

長部局の行政職員で、人事交流で教育委

員会に所属する者については、市町村長

部局・教育委員会いずれの計画の対象と

なるか。 

いわゆる「本務」の勤務先の事業主行

動計画の対象として整理することになる

（人事交流による勤務先が併任先の場合

は対象としない。）。 

35 行動計画の策定主体の「地方公共団

体」に、一部事務組合や広域連合は含ま

れるのか。 

一部事務組合や広域連合等の特別地方

公共団体も含まれる。 

 

36 法は 10 年間の時限立法であるが、行

動計画の計画期間は 10 年間とすべき

か。例えば 3 年と 7 年としても構わな

いか。 

10 年間をおおむね２年間から５年間

に区切って計画期間とする必要がある。 

37 計画の見直しの際、数値目標も見直す

べきか。 

取組の進捗状況等を踏まえつつ、数値

目標も併せて見直すことが望ましいと考

えている。 
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38 毎年少なくとも１回、行動計画に基づ

く取組の実施状況を公表とあるが、行動

計画策定後すぐの平成 28 年度において

も実施状況を公表する必要があるのか。 

毎年少なくとも１回の公表が必要であ

り、平成 28 年度においても、その時点

までの実施状況を公表する必要がある。 

（※説明会資料等において、平成 29 年

度以降の公表で差し支えない旨をお伝え

していたが、訂正する。） 

39 必須把握項目について教えてほしい。 女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律に基づく特定事業主行動計画

の策定等に係る内閣府令（平成 27 年内

閣府令第 61 号）第２条第１項第１号か

ら第７号までに規定する項目について

は、全ての事業主がまず把握することと

しているところ。 

40 必須以外の把握項目について、各事業

主は課題の部分よりも目標達成しやすい

ものをあげてくると思うが、どのような

対応を考えているのか。 

状況の把握分析の結果、明らかになっ

た課題について、その解決に資する数値

目標や取組内容を設定することが原則で

あり、目標達成のしやすさの観点から把

握項目を選定することは好ましくない

（もっとも、実現可能性を考慮すること

は重要であり、目標達成のしやすさを一

切斟酌せず、達成が事実上困難な目標を

設定することは不適当である。）。 

なお、内閣府において、各特定事業主

が公表した情報を閲覧できるウェブサイ

トの整備を予定しており（一般事業主に

ついては厚生労働省において同様のサイ

トを整備予定）、こうした取組を通じ、よ

り適切な目標が設定される環境を整備し

ていきたい。 

41 把握項目の労働時間の状況について

は、時間外勤務も含めた実労働時間との

認識でよいか。 

超過勤務時間の状況を把握するもので

ある。 

42 把握項目の労働時間の状況について

は、男女とも対象になるのか。 

男女とも対象になる。 
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43 把握項目の勤続年数男女差について、

算定方法を示してほしい。（対象職員

は、現職か、退職者か） 

任期の定めのない現職の職員につい

て、その平均した継続勤務年数の男女差

を把握することになる。 

なお、退職出向者をその出向の終了後

に再度任用する場合は、継続勤務年数

は、当該出向の期間を含めて通算して把

握することになる。 

また、平均した継続勤務年数の男女の

差異の把握に代えて、離職率の男女の差

異の把握 をもって代えることも可能であ

る。 

44 把握時点・把握期間について教えてほ

しい。 

内閣府令第２条第１項柱書において、

特定事業主行動計画を定めようとすると

きから遡っておおむね２年以内の１年間

と定めているところ。 

45 臨時・非常勤職員を対象とする把握項

目について教えてほしい。 

基本的にすべての把握項目が該当する

ものと考えている。 

46 採用選考においては、性別等によって

差別があってはならず、適性・能力のみ

を基準として行われることが求められて

いるが、女性の採用数を目標値とした場

合、これに反することにならないか、考

え方を教えてほしい。 

採用の過程で女性を優位に扱うなど、

成績主義の原則に反した取扱いを行うこ

とはできないが、男性職員と比較して、

女性職員が相当程度少ない状況におい

て、女性の採用数を目標値とし、女性受

験者の増加に向けた周知・広報等の取組

を実施することは問題ないと考えられ

る。 
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47 必須把握項目については、すべて数値

目標を定める必要があるのか。 

把握項目は現状を知るための物差しで

あり、現状を把握・分析した結果、浮か

び上がった課題に対応した数値目標を少

なくとも一つ設定することが求められて

いる。このため、仮に把握分析を行った

結果、課題が見出されなかった項目につ

いては、少なくとも数値目標を設定する

必要はない。 

ただし、各府省等においては、昨年度

決定された「国家公務員の女性活躍とワ

ークライフバランス推進のための取組指

針」に基づき、既に「女性職員活躍と職

員のワークライフバランスの推進のため

の取組計画」を策定しており、当該計画

において、女性職員の採用・登用、男性

職員の育児休業取得率、配偶者出産休

暇・育児参加のための休暇について、数

値目標を設定していることから、各府省

等では、これらについて引き続き数値目

標を設定することとされており、地方公

共団体においても留意願いたい。 

48 国では第４次男女共同参画基本計画を

策定する予定となっているが、本法と連

動する部分（数値目標など）が出てくる

のか。第４次男女共同参画基本計画も勘

案して、行動計画を策定することになる

のか。 

事業主行動計画においては、各特定事

業主の状況把握の結果、浮かび上がった

課題に対応する数値目標を定めることと

なるが、現在、年内の策定を目指してい

る第４次男女共同参画基本計画において

も女性活躍に関連する様々な数値目標を

設定予定であり、必要に応じ、そうした

目標も参考とされたい。 

49 数値目標が多岐にわたって示されるも

のなのか。 

国が今後策定する第４次男女共同参画

基本計画において、女性の活躍推進に関

連する数値目標が多岐にわたり設定され

ることが見込まれる。 

50 必須把握項目について、調査はする

が、公表はしなくてよいのか。 

把握した項目の内容について公表する

ことは法律上は求められていない。 
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＜職業指導等関係＞ 

51 国は職業訓練に努めるとあるが、国は

新たな研修等の実施について具体的に検

討しているのか。 

新たな研修等の実施について、内閣府

においては、現時点では具体的な検討は

していない。 

＜相談・情報提供関係＞ 

52 女性やその家族からの相談・情報提供

に関する規定の地方公共団体の取組はど

のようなイメージか。 

住民からの相談に応じ、関係機関の紹

介や有用な情報の提供に努めるなど、必

要な人に分野（例えば、就労、起業・創

業、子育て支援、教育、福祉等）を問わ

ず必要な情報を横断的に提供するワンス

トップ機能を設けることを想定している

が、具体的には各地方公共団体の実情に

応じてそれぞれ御判断されたい。 

53 基本方針において、地方公共団体の推

進体制について、相談体制（ワンストッ

プ機能）とあるが、新たな組織の編成を

想定しているのか。電話等の連絡体制程

度なのか。 

各地方公共団体の実情や相談ニーズに

応じて相談体制の充実を図ることとなる

が、最も望ましい相談体制の一形態とし

てワンストップ相談窓口を想定している

ものである。 

＜受注機会の増大関係＞ 

54 「物件」とは何を指すのか（物品の調

達か、土地等か。）。 

選定主体はどちらか。自治体が推薦等

を行うのか。 

物件とは、物品等の動産、土地・建物

等の不動産双方を指す。 

法第 20 条第 1 項では、国及び公庫等

（地方公共団体は含まない。）が認定一般

事業主等の受注機会の増大等に向けた施

策を実施することとしており、同条第２

項では、地方公共団体においても、国の

施策に準じて施策の実施に努めることと

規定している。 

地方公共団体の公共調達においても、

認定一般事業主等に対し、積極的な取組

に努められたい。 
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＜協議会関係＞ 

55 協議会の趣旨、具体的構成・協議内容

如何。 

地域における様々な関係機関がネット

ワークを形成し、地域の実情を踏まえた

取組を進める枠組みとして、国及び地方

公共団体の機関により協議会を組織する

ことができることとしたものであり、協

議会の構成や、具体的な協議内容につい

ては、地域の実情に応じ、判断された

い。 

具体的な構成員としては、例えば、都

道府県労働局雇用均等室、公共職業安定

所、労働基準監督署、経済産業局、地方

公共団体の関係部局（労働関係部局、産

業関係部局等）などの機関、事業者団

体、事業者団体の連合団体、学識経験

者、男女共同参画センター、労働組合、

教育訓練機関等が想定される。 

56 協議会として位置付けるためにはどう

したらいいのか。 

法第 23 条第１項に規定する関係機関

等により構成される協議会について、協

議会の名称及び構成員の氏名又は名称

を、地方公共団体の公報への掲載、イン

ターネットの利用その他の適切な方法に

より公表することで、法に基づく協議会

として位置付けられる。 

57 将来的に財政支援は受けられるのか。 地域における女性活躍を迅速かつ重点

的に推進するため、女性活躍推進法に基

づき、地方公共団体が行う地域の実情に

応じた推進計画に基づく取組を支援する

「地域女性活躍推進交付金」を平成 28

年度予算で要求しているところである。 

58 男女共同参画審議会等を設けている場

合、当該審議会を協議会に位置付けるこ

とは可能か。 

「女性の職業生活における活躍の推進

に関する事務及び事業を行う国及び地方

公共団体の機関」（法第 23 条第 1 項）

が構成員として入っている必要がある。 

59 複数の自治体で合同の協議会を設置す

ることは可能なのか。 

可能である。 

60 設立主体として国及び地方公共団体の

「機関」としたのはなぜか。 

 国の出先機関の参画も想定されるた

め、かかる記載としている。 
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61 協議会の事務局は地方公共団体でなけ

ればならないか。 

事務局は必ずしも地方公共団体である

必要はないが、協議会を組織した場合は

地方公共団体の公報やホームページ等で

の公表が必要となる。 

62 「事務及び事業」とは何を指すのか。 特定・具体の事務・事業を指すもので

はなく、女性の職業生活における活躍の

推進に関する事務・事業全般を指す。 

63 小規模自治体における企業へのアプロ

ーチは協議会となるか。 

協議会においては、女性の活躍推進に

向けた取組を地域の実情に応じた形で議

論・検討することが可能であり、企業向

けの取組についても、協議会の場を活用

して協議を行うことが有効であると考え

られる。 

64 法規定の協議会とすることで、自治体

独自の任意団体とすることと何か違いが

あるのか。メリットは。 

法第 24 条の規定により、協議会の事

務に従事する者・従事していた者に、秘

密保持義務が課されるため、協議会の場

で相談事例等の個人情報を取り扱う際に

有効である。 

65 第２３条の第２項の規定は、第１８条

第２項に規定する相談・情報提供等の事

務を同条第３項の規定に基づき業者等に

委託する場合、それらの業者を全て協議

会に加えなければならないということを

意味するのか。 

協議会においては、地方公共団体が行

う相談業務に係る事例等を踏まえた議論

を行うことが想定され、相談業務を現に

実施する者を協議会の構成員として加え

ることに大きな意義があると考えられる

ことから、構成員に加えることとしたも

のである。女性の職業生活に関する相談

業務を行う受託業者については、積極的

に協議会に加えられたい。 

66 協議会の守秘義務について説明してほ

しい。 

協議会の事務に従事する者、従事して

いた者は、正当な理由なく協議会を通じ

て知り得た秘密を漏らしてはならないこ

ととされており、例えば協議会で個人の

相談事例を取り扱うなど、個人の秘密に

関する内容を取り扱うことも想定される

ことから、かかる規定が設けられたもの

である。 
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67 説明会等における資料、質疑について

情報提供してほしい。 

説明会資料（9 月 4 日法施行版）につ

いては、各都道府県・政令指定都市の男

女共同参画主管部局にメールで送信し

た。質疑については、本資料により、随

時更新して、同様にメールで送信してい

く。各団体の関係部局（人事部局、市町

村部局、商工労働部局、教育委員会、警

察等）、都道府県においては市町村に、周

知をお願いしたい。 

＜政令関係＞ 

68 県費負担教職員に係る特定事業主行動

計画については、県で作成するとのこと

だが、計画として定める項目の中には、

採用、管理職登用など、県教育委員会の

権限に係る項目のほか、服務監督権者で

ある市町村教育委員会の権限に係る項目

が含まれている。このため、都道府県教

育委員会の権限の範囲で策定すればよい

のか、都道府県教育委員会が、全ての項

目について策定する必要があるのか。後

者とした場合、権限外の項目について行

動計画を策定する根拠について、法的に

どのように整理されるのか示してほし

い。 

「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律施行令」（平成 27 年政令第

318 号）により、「地方公共団体の教育

委員会」を特定事業主として定めるとと

もに、「地方公共団体の教育委員会が任命

する職員」について特定事業主行動計画

を定めるよう規定されていることから、

都道府県教委が任命する県費負担教職員

については都道府県教委において行動計

画を策定することとなる。  

県費負担教職員の服務関係の把握項目

については、必要に応じ、市町村教委と

の連携の下で状況を把握した上で、課題

の分析や目標設定、取組実施等を進める

こととなる。 

なお、市町村教委が権限を有する項目

についての都道府県教委の取組内容とし

ては、例えば、市町村教委への働きかけ

や、必要なフォローアップを行うこと等

が想定される。 

69 行動計画を任命権者の連名で策定する

場合、「特定事業主を定める規則」に影

響が生じるか。 

規則には影響しない。行動計画を連名

で策定する場合も、規則においては、地

方公務員法第６条において任命権者とさ

れている者を特定事業主とし、各任命権

者がその任命する職員についての行動計

画を策定することを定めることとなる。 
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70 特定事業主等を定める規則の制定時期

について、９月２５日付資料の「今後の

想定スケジュールについて」において、

特定事業主等を定める規則の制定時期が

１０月となっていたが、行動計画と同時

期の４月制定で、支障があるか。 

「法第１５条第１項の地方公共団体の

機関、その長又はその職員で政令で定め

るものは、当該地方公共団体の規則で定

めるもの」という規定を盛り込んだ女性

活躍推進法施行令（平成２７年政令第３

１８号）が、９月４日に公布・施行され

たことを受け、各団体において規則の制

定が可能という趣旨であり、10 月中に

策定しなければならないものではない。

なお、左記規則の施行期日は平成 28 年

４月１日となる。 

71 特定事業主等を定める規則において、

教育委員会、警察については定める必要

はないか。 

教育職員及び警察職員については、地

方公務員法とは別の法律において、職種

に応じた特別な身分取扱いに関する制度

が定められているところ、特定事業主と

その対象となる職員の範囲を明確にし、

市町村・都道府県・国の間で統一的な取

扱いとする必要があることから、政令で

定めているものである。このため、各地

方公共団体における規則で定める必要は

ない。 

 

（以下、平成 28年 1月 8日追加分） 

質問 回答 

＜行動計画全体について＞ 

72 平成 27 年４月１日付けで次世代法の

行動計画（計画期間：５年間）を策定し

ているが、平成 28 年４月１日付けで、

女性活躍推進法の行動計画と一体化する

形で改訂したいと考えている。その場

合、次世代法部分の計画期間は残り４年

となるが、本法部分の計画期間は、どの

ように設定すればよいか。 

当面は、次世代法の行動計画の残存期

間と整合させる形で設定することが望ま

しい。計画開始のタイミングの相違によ

り生じた１年分の差異については、最後

の改訂の際に調整することが考えられ

る。 
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73 既存の他の計画について、女性活躍推

進法に基づく把握分析等の必要なプロセ

スを改めて実施し、その結果を反映させ

る形で改訂させるのであれば、当該計画

を事業主行動計画と位置付けて差し支え

ないか。 

差し支えない。ただし、当該計画が女

性活躍推進法に基づく事業主行動計画で

ある旨を明示する必要がある。 

74 「特定事業主を定める規則」を新たに

策定するのではなく、次世代法に基づく

特定事業主を定める規則を改訂する方法

により対応することは可能か。 

可能である。 

＜把握・分析について＞ 

75 女性活躍推進法に基づく把握分析は、

毎年実施する必要があるのか。 

行動計画の策定又は改訂の際のみで差

し支えない。ただし、情報公表や、行動

計画の取組状況の公表については、毎年

度実施する必要がある。 

76 把握項目ごとに、把握の時点が異なっ

ていてもよいか。 

内閣府令第２条柱書で定める要件を満

たしていれば、互いに異なっていても差

し支えない。 

77 「職員のまとまり」の分け方につい

て、内閣府から指導等を行うことはある

のか。 

内閣府から個別に指導等を行うことは

想定していないが、「職員のまとまり」の

単位は、「「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律に基づく特定事業主

行動計画の策定等に係る内閣府令」及び

「事業主行動計画策定指針」の策定につ

いて（通知）」（平成 27 年 11 月 30 日

付府共第 941 号）第 2 条関係で示した

考え方に基づき、各団体において然るべ

く判断すべきものであり、その説明責任

は各団体に属することとなる。 
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７8 把握項目ごとに、「職員のまとまり」

の区切りが異なっていてもよいか。 

「職員のまとまり」は、あくまでも人

事の実態に応じて判断されるものであ

り、個々の把握項目の内容とは関係がな

いことから、統一的な整理とする必要が

ある。 

79 県費負担教職員については、任命権を

有する都道府県教委において把握分析す

ることとされているが、服務監督権を有

するのは市町村教委である。把握項目の

中には、服務監督権に関するものもある

が、都道府県教委としてどこまで把握す

る必要があるのか。 

いずれの把握項目も、都道府県教委に

おいて把握する必要がある。市町村教委

が一義的に把握している項目について

は、都道府県教委と市町村教委で適切に

情報共有を行うなど、適切に連携した上

で把握されたい。 

80 任期がごく短い臨時・非常勤職員につ

いては、把握の対象外と整理できないの

か。 

内閣府令第１条に掲げる者を除き、原

則として全ての職員を対象に把握する必

要がある。 

※ただし、例外的に、各種申請窓口で事務に従

事する短期アルバイト職員（当該申請窓口の

開設時期のみ任用される職員）や、各種調査

に従事するアルバイト職員（当該調査の実施

時期のみ任用される職員）など、特定の時期

に一時的に任用される臨時・非常勤職員につ

いては、各団体の課題の分析に資すると認め

られる場合のみ把握分析等を行うことも可。 

81 ＦＡＱ問 45（臨時・非常勤職員を対

象とする把握項目について）の回答で

は、「基本的にすべての把握項目が該当

するものと考えている」とされている

が、把握項目中、「管理職に占める女性

職員の割合」や「各役職段階における女

性職員の割合」については、臨時・非常

勤職員は該当しないのではないか。 

職員の割合に関する事項、職員の給

与・勤務条件に関する事項及び職場環境

に関する事項については、臨時・非常勤

職員も基本的に対象となる。一方、職員

の登用に関する事項など臨時・非常勤職

員に該当しない事項は基本的に対象外と

なる。 

具体的には「まず把握すべき項目」で

は、内閣府令第２条第１項第１号、第３

号、第６号及び第７号に規定する事項

が、「必要に応じて把握すべき項目」で

は、府令第２条第１項第８号、第９号、

第 10 号、第 12 号、第 14 号、第 15

号、第 16 号、第 18 号、第 20 号、第

21 号、第 24 号及び第 25 号に規定する

事項が対象となる。 
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82 把握した結果としての採用した職員の

女性割合の高低は、どのように判断すれ

ばよいのか。 

各事業主の実情に応じて判断すること

となる。なお、第４次男女共同参画基本

計画の成果目標においては、「都道府県の

地方公務員採用試験（全体）からの採用

者に占める女性の割合」を 40％に設定

しており、また、市町村の女性の採用者

割合については、現時点で 40％を超え

ていること等から目標値が設定されてい

ないことも参考にされたい。 

83 民間企業における数年の経験を経た上

で、新卒扱いで採用された職員について

は、中途採用者として位置付ける必要が

あるのか。 

他の新規学卒者と同じ取扱いであれ

ば、新卒扱いとなる。中途採用者は、経

験者採用試験による採用者など、一般の

新卒とは異なる位置付けのものを想定し

ている。 

84 育休取得期間は、申請期間と、把握期

間内における実際の休暇取得期間のいず

れを把握すればよいか。例えば、平成

26 年度の実績を把握する場合、平成

27 年３月１日から１年間の育休に入っ

た職員がいる場合は、「（申請期間の）１

年間」と「（平成 26 年度中に属する）

１か月間」のいずれを把握すればよい

か。 

申請期間を把握することとなる。 

＜目標設定、取組内容について＞ 

85 推進計画や行動計画において、第４次

男女共同参画基本計画で示された目標を

下回る水準の目標を設定しても差し支え

ないのか。 

第４次男女共同参画基本計画は、今後

５年間の施策推進の基盤となるものであ

り、行動計画の策定に当たっては、これ

らの内容も参照の上、各団体の実情に即

して、実現可能性も踏まえつつ、主体的

に数値目標を設定し、積極的に取組を推

進していただきたい。 



21 

 

86 ＦＡＱ問 47（必須把握項目について

は、すべて数値目標を定める必要がある

のか。）の回答において、「ただし、各府

省等においては、昨年度決定された「国

家公務員の女性活躍とワークライフバラ

ンス推進のための取組指針」に基づき、

既に「女性職員活躍と職員のワークライ

フバランスの推進のための取組計画」を

策定しており、当該計画において、女性

職員の採用・登用、男性職員の育児休業

取得率、配偶者出産休暇・育児参加のた

めの休暇について、数値目標を設定して

いることから、各府省等ではこれについ

て数値を設定することとされており、地

方団体においても留意願いたい」とされ

ているが、地方団体が計画を策定するに

あたって、国家公務員同様、これらの数

値目標を設定しないといけないのか。 

御指摘の記載は、各府省等における取

組について、あくまでも参考として紹介

しているものである。地方団体において

は、各々の実情を把握分析し、分析結果

に即した目標を設定し、主体的かつ積極

的な取組を行っていただきたい。 

87 女性の採用比率を「職員のまとまり」

ごとに把握した場合、臨時・非常勤職員

の女性割合は高くなることが想定され

る。このため、これ以上女性の割合を高

める必要性は低いと考えるが、この把握

結果を踏まえ、どのように目標や取組を

設定すればよいか。 

目標や取組は、把握・分析の結果、明

らかになった問題の解決のために設定す

るものであり、問題がなければ設定する

必要はない。 

88 採用した職員の女性割合の数値目標を

立てることにより、平等取扱の原則や成

績主義の原則等に反することにならない

か。 

女性の採用を進めることは女性活躍の

入り口として、重要であり、必要に応じ

数値目標を設定することも意義あること

と認識している。この場合、目標達成に

向けた取組において、成績主義の原則等

が遵守されるべきことは当然であり、具

体的な取組内容としては、例えば、女性

受験者数の拡大に向けた積極的広報（女

性向け説明会の開催等）を実施すること

や、女性が働きやすい職場環境の整備を

行う等の取組を実施していただくことが

考えられる。 
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89 女性職員のみを対象とした研修の実施

については、男女雇用機会均等法第６条

（性別を理由とする差別の禁止）の規定

に反することにならないか。 

いわゆる積極的改善措置（ポジティブ

アクション）については、一般に固定的

な男女の役割分担意識に根ざす慣行等に

基づき、例えば女性管理職が男性と比較

して相当程度少ない等男女間に事実上の

格差が生じている場合に、雇用の分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確保

の支障となっている事情を改善すること

を目的として行われるものであり、この

ような状況を前提とすれば、女性のみを

対象として研修を実施することは差し支

えないものと認識している。 

＜情報公表について＞ 

90 情報公表したデータが、他の特定事業

主と比較して大幅に低い水準の場合、何

らかのペナルティは課せられるのか。 

今後、各特定事業主の情報公表データ

を一覧化するなど、何らかの形で「見え

る化」を進めることを検討しており、そ

の説明責任は各団体に属することとな

る。 

91 情報公表を行ったことをもって、事業

主行動計画に基づく取組状況の公表を併

せて行ったことと整理することは可能

か。 

 

 

 

 

「情報公表」は個々の指標の数値を、

「取組状況の公表」は個々の取組の進捗

状況をそれぞれ公表するものであり、別

に行う必要がある。 

＜推進計画・協議会について＞ 

92 推進計画のひな形を作成してほしい。 現時点では作成は考えていない。推進

計画は、内容や構成も含め自由度が高

く、女性活躍推進法に基づく推進計画で

ある旨を明記すれば、その他は必ず記載

しなければならない事項はない。数値目

標等の具体的指標を記入することが望ま

しいが、それ以上はそれぞれの団体の実

情に応じて判断することになる。 
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93 推進計画を男女共同参画計画と一体と

して作成する場合、推進計画に関する部

分が分かるように明示する必要がある

が、どのように明示すればよいのか。ま

た、推進計画上の数値目標についても明

示する必要があるのか。 

例えば、計画の冒頭で、いずれの章が

女性活躍推進法に基づく推進計画に該当

する旨を明示する方法や、各項目の該当

箇所にそれぞれ明示する方法等が考えら

れる。数値目標についても、同様に、い

ずれの目標が推進計画に基づくものかを

明示されたい。 

94 学識経験者のみで構成される審議会

を、女性活躍推進法に基づく協議会とし

て位置付けることは可能か。 

本法に基づく協議会は、国及び地方団

体の関係機関が組織した上で、必要に応

じその他のメンバーを加えることとされ

ており、専ら学識経験者のみがメンバー

であれば要件を満たさない。 

95 協議会のメンバーを毎回入れ替えたい

が、構成員を明確に定めないまま協議会

を組織することは可能か。 

できない。仮に協議会と位置付ける場

合は、まずは構成員を定めて公表を行っ

た上で、その後、必要に応じて構成員の

変更を行うことになる。 

＜参考：府令施行通知の主な内容をＦＡＱ化したもの＞ 

96 内閣府令第１条では、「臨時又は非常

勤の調査員、嘱託員又はこれらの者に準

ずる者の職にある職員であって、特定事

業主が必要と認めるもの」については、

特別職であっても把握分析が必須とされ

ているが、具体的にはどのような職員が

対象となるのか。 

特定事業主が任用する特別職の非常勤

職員のうち、その職務の内容が補助的・

定型的であったり、一般職の職員と同一

と認められる職にある職員や、勤務管理

や業務遂行方法において労働者性が高い

と認められる職にある職員が存在する場

合には、当該職員が該当するものとす

る。 

97 「職員のまとまり」が同一か否かにつ

いては、どのように判断すればよいの

か。 

当該まとまりに属している職員の従事

する職務の内容、人事異動の幅や頻度等

について、同一のまとまりに属さない職

員との間に、客観的・合理的な違いが存

在しているか否かにより判断されるもの

であり、その判断に当たっては、単なる

形式ではなく、人事の事務の実態に即し

て行う必要がある。なお、少なくとも、

常勤職員及び臨時・非常勤職員について

は、通常、互いに別の職員のまとまりと

して運用されているものと考えられる。 
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98 「女性職員の採用割合」については、

新卒採用者のみを把握すればよいのか。 

試験や選考の区分に関わらず状況把握

を行う必要があり、経験者採用試験によ

る採用など、民間企業における実務経験

等を有する者の採用も対象とする。 

99 「女性職員の採用割合」については、

再採用の把握は不要とされているが、ど

のような考え方によるものなのか。ま

た、例外はあるのか。 

再採用のうち、定年退職者の再任用、

退職出向者の再度の任用等については、

一般に、その採用の判断に係る事業主の

裁量の余地が乏しいと考えられること等

から、原則として把握の対象には含めな

いこととしている。 

ただし、再採用のうち、妊娠、出産、

育児若しくは介護等を理由として一度退

職した者の再度の採用については、その

採用の判断に係る事業主の裁量の余地が

あると考えられることから、本項目に基

づく把握の対象とすることとする。 

100 他の事業主の職員と兼務又は併任して

いる職員や、他の事業主に出向している

職員については、いずれの事業主の行動

計画で対象とすればよいのか。 

当該職員について定員措置を行ってい

る事業主（いわゆる「本務」のポストを

有する事業主）の行動計画において対象

とする必要がある。したがって、出向先

（兼務先）が本務となる場合は出向先

（兼務先）、出向元（兼務元）が本務とな

る場合は出向元（兼務元）の行動計画に

おいて対象とすることになる。 

101 ある「職員のまとまり」に属する職員

のみに限定して把握分析を行うなど、対

象となる職員の一部のみを抽出して把握

分析することは可能か。 

対象となる全ての職員について把握分

析を行う必要がある。仮に対象となる職

員の一部のみを抽出して把握分析を行っ

た場合でも、それを法に基づく把握分析

として位置付けることはできない。 

102 「継続勤務年数の男女差（又は離職率

の男女差）」については、任期付職員や

臨時・非常勤職員についても把握する必

要があるのか。 

本項目は、任期の定めのない職員に限

り把握対象としており、任期付の職員に

ついては把握する必要はない。 
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103 継続勤務年数については、退職出向中

の期間はどのように取り扱うのか。 

退職出向者をその出向の終了後に再度

任用する場合は、継続勤務年数について

は、他の任命権者に任用されていた期間

が出向終了後の任用と連続していれば、

当該出向中の任用期間を含めて通算して

把握することとする。また、退職出向中

においては、出向先の任命権者におい

て、出向元における勤務年数及び当該出

向先における勤務年数を合算した年数を

把握することとする。 

104 「超過勤務の状況」については、時間

外勤務手当等が支給されない職員も把握

する必要があるのか。 

時間外勤務手当等が支給されない職員

は、把握の対象とならない。 

105 「超過勤務の状況」の把握に当たって

は、特定の数か月のみを把握してもよい

のか。 

一年間の業務の繁閑による偏りが生じ

ないよう、12 か月分を把握する必要が

ある。また、各月ごとの把握が必要にな

る。 

106 「管理的地位にある職員」の具体的な

範囲は、どのように考えればよいのか。 

地方団体にあっては、本庁課長相当職

以上である職員とし、職務の複雑、困難

及び責任の度を考慮してこれに相当する

と認められる職員を含むこととする。具

体的には、内閣府の実施する「地方公共

団体における男女共同参画社会の形成又

は女性に関する施策の推進状況調査」に

おける管理職の定義と同様の取扱いとす

ることを原則とする。 
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107 「各役職段階」の具体的な範囲は、ど

のように考えればよいのか。 

地方団体にあっては、本庁係長相当

職、本庁課長補佐相当職、本庁課長相当

職及び部局長・次長相当職の四段階とす

る。いずれの役職段階についても、その

職務の複雑、困難及び責任の度を考慮し

て当該役職段階に相当すると認められる

職員を含むこととし、具体的には、内閣

府の実施する「地方公共団体における男

女共同参画社会の形成又は女性に関する

施策の推進状況調査」の調査対象に含ま

れる職員については、当該調査における

職務上の地位の分類の考え方に従うこと

を原則とする。 

108 「配置の男女別の状況」については、

どのように把握すればよいのか。 

 

具体的な把握方法については、各事業

主がそれぞれの実情に応じて判断するこ

とになるが、例えば、部局単位での職員

の男女比率等を把握するなどの方法が考

えられる。 

109 「将来の人材育成を目的とした教育訓

練の男女別の受講の状況」については、

どのように把握すればよいのか。 

具体的な把握方法については、各団体

がそれぞれの実情に応じて判断すること

となるが、例えば、管理職員に求められ

る政策の企画立案及び業務の管理に係る

能力の育成を目的とした研修、管理職員

の養成に向け一定の職員を選抜して行う

研修、自治大学校等での長期間にわたる

研修等の男女別の受講率等を把握するな

どの方法が考えられる。 
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110 「管理的地位にある職員及び男女の職

員の配置、育成、評価、昇任及び性別に

よる固定的な役割分担その他の職場風土

等に関する意識」については、どのよう

に把握すればよいのか。 

具体的な把握方法については、各団体

がそれぞれの実情に応じて判断すること

となるが、例えば、職員等への意識調査

を行うことが考えられる。 

意識調査の具体的な内容については、

例えば、仕事にやりがいを持つことがで

きているか、出産・子育てを行いながら

キャリア形成していくイメージ・意欲を

持つことができているかといった配置、

育成、評価、昇任に係る事項や、先輩職

員や上司が育児の悩み等の相談に応じる

体制が整っているか、様々なハラスメン

トが行われていないかといった職場風土

に関する事項について行うことが考えら

れる。 

111 「直近の年度の十年度前及びその前後

の年度に採用した職員の男女別の継続任

用割合」については、どの職員を対象に

把握すればよいか。 

新規学卒者等（既卒者であって、新規

学卒者と同じ採用枠で採用した者を含

む。）として採用された者に限り、把握の

対象となる。 

112 「職業生活と家庭生活との両立を支援

するための制度の男女別の利用実績」に

ついては、他の把握項目に既に盛り込ま

れている「育児休業」、「配偶者出産休

暇」及び「育児参加のための休暇」の利

用実績も把握する必要があるのか。 

把握する必要はない。 

113 「在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働

き方に資する制度の男女別の利用実績」

については、どのような制度を対象に把

握すればよいか。 

 

対象となる具体的な制度については、

各事業主がそれぞれの実情に応じて判断

することになるが、例示した制度のほ

か、例えば、早出遅出勤務など、勤務時

間の柔軟化の措置等が考えられる。 

114 内閣府令の第２条第１項第３号と同第

16 号に、「職員一人当たりの各月ごとの

超過勤務時間」の項目があるが、両者は

何が異なるのか。 

第 16 号は派遣労働者を含む職員のま

とまりごとに把握する必要があるが、第

３号についてはその必要はない。 



28 

 

115 「管理的地位にある職員一人当たりの

各月ごとの超過勤務時間」については、

どのように把握すればよいのか。 

具体的な把握方法については、各事業

主がそれぞれの実情に応じて判断するこ

とになるが、例えば、在庁時間の調査を

行っている場合は、当該調査を活用する

などの方法が考えられる。 

116 「各役職段階から一つ上の役職段階に

昇任した職員の男女別の割合（内閣府令

第２条第１項第 19 号）」における「役

職段階」は、「各役職段階にある職員の

女性割合（同第５号）」における「役職

段階」と同義なのか。 

同義である。 

117 「中途採用の男女別の実績」について

は、どの職員を対象に把握すればよい

か。 

 

経験者採用試験による採用など、民間

企業における実務経験等を有する者の採

用や、再採用のうち、妊娠、出産、育児

若しくは介護等を理由として一度退職し

た者の再度の採用の把握を念頭に置いて

いる。 

一方、再採用のうち、定年退職者の再

任用、退職出向者の再度の任用等は、一

般に、その採用の判断に係る事業主の裁

量の余地が乏しいと考えられること等か

ら、把握の対象には含めないこととす

る。 

118 「中途採用者を管理的地位にある職員

に任用した男女別の実績」の項目にある

「中途採用者」の定義は何か。 

問 117 で掲げた者をいう。 

119 情報公表を行う項目は、各特定事業主

において任意に選択してよいのか。 

特定事業主行動計画を策定する際に状

況把握・課題分析した項目から選択する

ことを基本とし、一つ以上の項目を公表

する必要があるが、その上でいずれの項

目を公表するかは各事業主において判断

することになる。 
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120 所属する職員の数が極めて少ない「職

員のまとまり」がある場合も、「職員の

まとまり」ごとに情報公表する必要があ

るのか。 

ある「職員のまとまり」に属する職員

数が職員総数の十分の一未満の場合は、

当該「職員のまとまり」については、勤

務形態が異なる場合を除き、職務の内容

等に照らし、類似の「職員のまとまり」

と合わせて公表することができる。 

 

121 把握項目と情報公表項目で、内容が異

なるものはあるのか。 

「男女別の育児休業」及び「男性職員

の配偶者出産休暇及び育児参加のための

休暇」については、取得率のみを情報公

表すれば足り、把握項目とは異なり、平

均取得期間を情報公表する必要はない。

また、「職員一人当たりの一月当たりの超

過勤務時間」については、各月ごとの状

況をすべて情報公表する必要はなく、そ

れらを平均した一月当たりの状況を情報

公表すれば足りる。また、「職員一人当た

りの一月当たりの超過勤務時間（内閣府

令第第４条第２項第８号）」については、

臨時・非常勤職員は公表の対象外として

いる。 
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（以下、平成 28年 1月 27日追加分） 

質問 回答 

＜行動計画全体について＞ 

122 例えば、一部事務組合等で勤務する

全ての職員が他の首長部局等の業務を

本務とし、一部事務組合等の業務を併

任している場合、事業主行動計画の作

成は必要か。また、当該特別地方公共

団体において特定事業主等を定める規

則を制定しなくてもよいか。 

仮に対象職員が存在しない場合は、他

の特定事業主と連名で策定するのが現実

的と考えられる。 

ただし、そもそも対象となる職員が存

在しないことに鑑みれば、特定事業主等

を定める規則を制定しない、又は事業主

行動計画を策定しない場合でも、直ちに

法の趣旨に抵触することにはならないと

考えられる（この場合において、今後、

仮に対象職員が存在することとなったと

きは、直ちに特定事業主等を定める規則

を制定するとともに、事業主行動計画の

策定・公表を行わなければならない。）。 

＜目標設定、取組内容について＞ 

123 行動計画を連名で策定する場合、複

数の特定事業主の目標を横断的に設定

することは可能か。 

各特定事業主単位でそれぞれ目標設定

を行うことが原則であるが、各特定事業

主において把握・分析を行った結果、そ

れぞれの数値目標が結果として同一水準

であった場合は、各特定事業主共通の数

値目標として設定することは差し支えな

い。ただし、当該数値目標は、各特定事

業主の単位で達成を行うことが求められ

る。（図１） 

なお、ある特定事業主の対象職員

（FAQ 問 100 参照）が少数であり、か

つ他の特定事業主と一体的に人事管理を

行っている場合は、両特定事業主の対象

職員全体を通算して数値目標を設定する

こととの取扱いも例外的に許容される。

（図２） 
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【例】女性管理職割合について数値目標を設定するケース 
（図１）各特定事業主共通の数値目標を設定する場合 

事業主名 
対象管理職 

ポスト数 

現状の女性管理職 

割合(人数) 

目標の女性管理職 

割合(人数) 

特定事業主Ａ 450名  6.0％(27名) 12％(54名) 

特定事業主Ｂ  50名 10.0％( 5名) 12％( 6名) 

計 500名  6.4％(32名) 12％(60名) 

 

 上記の特定事業主Ａ・Ｂが、女性管理職割合 12％を共通の目標として設定した場
合、単にＡ・Ｂ合計の女性管理職数が 60名以上を達成するだけではなく、Ａは 54
名以上、Ｂは 6名以上の目標をそれぞれ達成しなければならない。 
 

（図２）各特定事業主の対象職員全体を通算して数値目標を設定する場合 
※対象職員数が少数で、かつ他の特定事業主と一体的に人事管理を行っている 
場合に限る。 

事業主名 
対象管理職 

ポスト数 

現状の女性管理職 

割合(人数) 

目標の女性管理職 

割合(人数) 

特定事業主Ｃ  99名 12.1％(12名) 
通算 20% 

特定事業主Ｄ   1名    0％( 0名) 

計 100名 12.0％(12名) 20％(20名) 

 

上記の特定事業主Ｃ・Ｄが、女性管理職割合 20％を共通の目標として設定した場
合、Ｄの対象職員が少数で、かつＣ・Ｄが一体的に人事管理を行っている場合は、
Ｃ・Ｄ合計の女性管理職数が 20名以上を達成すればよい（女性管理職の人数がＣ：
22人、Ｄ：0人となった場合、Ｄ単独では 20％を達成していないが、Ｃ・Ｄを通
算して考えれば 20％以上を達成していることから、目標を達成しているとして取り
扱うことができる。）。 
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124 職員のまとまりごとに把握する項目

について、数値目標は「職員のまとま

り」ごとに設定してもよいか。また、

特定の「職員のまとまり」のみに設定

してもよいか。 

「職員のまとまり」ごとに把握・分析

した結果に基づき、各事業主にとって課

題と判断されたものに対応する数値目標

を設定することになるが、当該課題の内

容によっては、数値目標を「職員のまと

まり」ごとに設定することも、特定の

「職員のまとまり」にのみ設定すること

もありうる。いずれにしても、課題を抱

える「職員のまとまり」については、必

要な数値目標を設定することが望まし

い。 

125 特定事業主行動計画の策定に当たっ

ては、組織トップによるリーダーシッ

プの発揮が重要とされているが、具体

的な取組例はあるか。 

例えば、女性活躍に先進的に取り組む

企業等の男性リーダーにより、平成 26

年６月に策定された「輝く女性の活躍を

加速する男性リーダーの会」行動宣言で

は、「自ら行動し、発信する」、「現状を打

破する」、「ネットワーキングを進める」

の３つの観点から、組織トップ自らが女

性の意欲を高め、その持てる能力を最大

限発揮できるよう取り組むことを宣言し

ている。内閣府では、「行動宣言」に賛同

された男性リーダー（地方公共団体・企

業の長等）とその具体的な活動をホーム

ページに掲載しているため、そのような

取組も参照されたい。（下記ＵＲＬ参

照）。

http://www.gender.go.jp/policy/soku

shin/male_leaders.html 

 

 


